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第

二

十

七

号

議

案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

江

戸

川

区

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を 
定

め

る

条

例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

平

成

三

十

年

二

月

二

十

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

提

出

者 
 

江

戸

川

区

長 

多

田

正

見 
 
 
 

  



第２７号議案 

- 2 - 

 

 
 
 

江

戸

川

区

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例 

 

（

趣

旨

） 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

介

護

保

険

法

（

平

成

九

年

法

律

第

百

二

十

三

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

四

十

七

条

第

一

項

第

一

号

並

び

に

第

八

十

一

条

第

一

項

及

び

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

 

（

定

義

） 

第

二

条 

こ

の

条

例

に

お

い

て

使

用

す

る

用

語

は

、

法

及

び

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

（

平

成

十

一

年

厚

生

省

令

第

三

十

八

号

。

以

下

「

省

令

」

と

い

う

。

）

に

お

い

て

使

用

す

る

用

語

の

例

に

よ

る

。 

 

（

指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

の

指

定

に

係

る

申

請

者

） 

第

三

条 

法

第

七

十

九

条

第

二

項

第

一

号

の

条

例

で

定

め

る

者

は

、

法

人

と

す

る

。 

 

（

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

） 

第

四

条 

法

第

八

十

一

条

第

一

項

及

び

第

二

項

の

条

例

で

定

め

る

員

数

及

び

基

準

に

つ

い

て

は

、

こ

の

条

例

で

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

省

令

第

一

条

の

二

か

ら

第

三

十

条

ま

で

の

規

定

（

省

令

第

二

十

九

条

第

二

項

及

び

第

三

十

条

（

省

令

第

二

十

九

条

第

二

項

の

規

定

を

準

用

す

る

部

分

に

限

る

。

）

を

除

く

。

）

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。 

 

（

暴

力

団

員

等

の

排

除)
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第

五

条 

指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

又

は

基

準

該

当

居

宅

介

護

支

援

の

事

業

を

行

う

者

（

法

人

で

あ

る

も

の

に

限

る

。

）

の

役

員

及

び

そ

の

事

業

所

を

管

理

す

る

者

は

、

江

戸

川

区

暴

力

団

排

除

条

例

（

平

成

二

十

四

年

七

月

江

戸

川

区

条

例

第

三

十

七

号

）

第

二

条

第

二

号

に

規

定

す

る

暴

力

団

員

及

び

同

条

第

三

号

に

規

定

す

る

暴

力

団

関

係

者

（

次

項

に

お

い

て

「

暴

力

団

員

等

」

と

い

う

。

）

で

あ

っ

て

は

な

ら

な

い

。 

２ 

基

準

該

当

居

宅

介

護

支

援

の

事

業

を

行

う

者

（

法

人

で

あ

る

も

の

を

除

く

。

）

及

び

そ

の

事

業

所

を

管

理

す

る

者

は

、

暴

力

団

員

等

で

あ

っ

て

は

な

ら

な

い

。 

 

（

記

録

の

整

備

） 

第

六

条 

指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

は

、

利

用

者

に

関

す

る

次

に

掲

げ

る

記

録

を

整

備

し

、

当

該

利

用

者

の

契

約

終

了

の

日

か

ら

二

年

間

保

存

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

一 

省

令

第

十

三

条

第

十

三

号

に

規

定

す

る

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

と

の

連

絡

調

整

に

関

す

る

記

録 

 

二 

個

々

の

利

用

者

ご

と

に

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

居

宅

介

護

支

援

台

帳 

 
 

イ 

居

宅

サ

ー

ビ

ス

計

画 

 
 

ロ 

省

令

第

十

三

条

第

七

号

に

規

定

す

る

ア

セ

ス

メ

ン

ト

の

結

果

の

記

録 

 
 

ハ 

省

令

第

十

三

条

第

九

号

に

規

定

す

る

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議

等

の

記

録 

 
 

ニ 

省

令

第

十

三

条

第

十

四

号

に

規

定

す

る

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

の

結

果

の

記

録 

 

三 

省

令

第

十

六

条

に

規

定

す

る

市

町

村

へ

の

通

知

に

係

る

記

録 

 

四 

省

令

第

二

十

六

条

第

二

項

に

規

定

す

る

苦

情

の

内

容

等

の

記

録 
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五 

省

令

第

二

十

七

条

第

二

項

に

規

定

す

る

事

故

の

状

況

及

び

事

故

に

際

し

て

採

っ

た

処

置

に

つ

い

て

の

記

録 

 

（

準

用

） 

第

七

条 

前

条

の

規

定

は

、

基

準

該

当

居

宅

介

護

支

援

の

事

業

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

同

条

中

「

省

令

」

と

あ

る

の

は

「

省

令

第

三

十

条

に

お

い

て

準

用

す

る

省

令

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。 

 

（

委

任)
 
 

第

八

条 

こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

江

戸

川

区

長

が

別

に

定

め

る

。 

  
 
 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

三

十

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

   

（

説

明

） 

 

介

護

保

険

法

（

平

成

九

年

法

律

第

百

二

十

三

号

）

の

改

正

に

よ

り

、

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

に

つ

い

て

市

町

村

の

条

例

で

定

め

る

こ

と

と

さ

れ

た

た

め

、

新

た

に

当

該

基

準

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


